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１．計画の概要 

１-１ 計画策定の目的・背景 

本町の公共交通は、鉄道、外出支援巡回バス「おでかけ号」（以下、「おでかけ号」という。）、

タクシーが運行されており、町民の生活を支えています。さらに令和 4 年 11 月からデマン

ドタクシーの実証運行を行っており、地域住民の新たな移動手段としての役割を担いつつあ

ります。 

一方で、新型コロナウイルス感染症拡大後におけるおでかけ号利用者の低迷、交通事業者の

深刻な人手不足などが問題となっており、対応が必要となっています。 

そこで、地域ニーズ、まちづくりの変化に対応した「便利で持続可能な公共交通サービスの

実現」に向けたマスタープランを定め、地域公共交通が抱える課題、目指すべき方向性等を 

町民・公共交通関係者と共有するため、「東庄町地域公共交通計画」を策定しました。 

 

１-２ 計画の位置付け 

本計画は、総合計画を上位計画として、その他の関連計画と連携しながら策定を行いまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 計画対象 

本計画の区域は、東庄町全域とします。なお、近隣自治体を結ぶ広域交通については、関係 

自治体や交通事業者と連携を図ります。 

 

１-４ 計画期間 

計画期間は令和 7 年度～令和 11 年度の５年間とします。社会情勢やまちづくりに大きな

変化が生じた場合は、適宜、改定を行います。  

図 計画の位置付け 

東庄町地域公共交通計画 

＜関連計画＞ 

 

・地域福祉計画 

・自転車活用推進計画 

・過疎地域持続的発展計画  など 

＜上位計画＞ 

第 6 次総合計画後期基本計画 

連携 
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２．地域公共交通を取り巻く現状 

２-１ 東庄町の地域特性 

２-１-１ 人口動態 

１） 人口推移 

本町の人口は、令和 6 年で約 12,900 人、世帯数は約 5,300 世帯となっています。令和

6 年の人口は、４年前の令和 2 年に比べて約 930 人減少していますが、世帯数は令和 2 年

に比べて約 120 世帯増加しており、令和 6 年の１世帯当たり人口は 2.4 人となっていま

す。 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 

 

■世帯数及び１世帯当たり人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 住民基本台帳（各年 1 月 1 日現在） 
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２） 人口推計 

国立社会保障・人口問題研究所による人口推計では、本町の人口は経年的に減少すると想定

されており、令和２年の 13,039 人から、令和27 年には 7,458 人にまで減少することが見

込まれています。 

15 歳未満の年少人口割合は、令和２年の 9.4％から令和 27 年には 7.5％に減少、15 歳以

上 65 歳未満の生産年齢人口割合は、51.6％から 43.8％にまで減少、65 歳以上の老年人口

割合は、39.0％から 48.8％に増加する見込みとなっています。 

 

■人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 令和２年国税調査及び国立社会保障・人口問題研究所（各年 10月 1日現在）  

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

15歳未満（人） 1,221 1,020 870 735 640 558

15歳以上65歳未満（人） 6,733 5,916 5,256 4,627 3,854 3,264

65歳以上（人） 5,085 4,962 4,637 4,282 4,022 3,636

65歳以上75歳未満（人） 2,594 2,099 1,600 1,404 1,485 1,409

75歳以上（人） 2,491 2,863 3,037 2,878 2,537 2,227

総人口（人） 13,039 11,898 10,763 9,644 8,516 7,458

15歳未満割合 9.4% 8.6% 8.1% 7.6% 7.5% 7.5%

15歳以上65歳未満割合 51.6% 49.7% 48.8% 48.0% 45.3% 43.8%

65歳以上割合 39.0% 41.7% 43.1% 44.4% 47.2% 48.8%

65歳以上75歳未満割合 19.9% 17.6% 14.9% 14.6% 17.4% 18.9%

75歳以上割合 19.1% 24.1% 28.2% 29.8% 29.8% 29.9%

1,221 1,020 870 735 640 558

6,733 5,916
5,256 4,627

3,854 3,264

2,594
2,099

1,600
1,404

1,485 1,409

2,491

2,863

3,037

2,878
2,537

2,227

13,039

11,898

10,763

9,644

8,516

7,458

19.1%

24.1%
28.2% 29.8% 29.8% 29.9%

19.9%

17.6%
14.9% 14.6%

17.4% 18.9%

51.6% 49.7% 48.8% 48.0%
45.3%

43.8%

9.4% 8.6% 8.1% 7.6% 7.5% 7.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0
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令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

75歳以上（人） 65歳以上75歳未満（人） 15歳以上65歳未満（人）
15歳未満（人） 75歳以上割合 65歳以上75歳未満割合
15歳以上65歳未満割合 15歳未満割合（人）

将来推計
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３） 年齢別人口 

令和 6 年１月 1 日現在の年齢別人口を見ると 70 歳代が 2,441 人と最も多く、次いで 60

歳代が 1,909 人となっています。60 歳以上の人口は、全人口の 46.9％となっています。 

 

■年齢別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料: 住民基本台帳（令和 6 年 1 月 1 日現在） 
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２-１-２ 人の動き 

１） 通勤流動 

東庄町内に通勤している人が最も多く 2,916 人となっています。 

町外への通勤をみると、茨城県（1,293 人）、香取市（851 人）、旭市（524 人）とな

っており、周辺市町と東庄町との間の移動も見られます。 

 

■通勤目的における人の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

  

524

: 40以上

: 200以上

2,916

茨城県

成田市

多古町

851

422

215

49

千葉市

41

339

355

442

41

368

1,293

65
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２） 通学流動 

町外への通学をみると、銚子市（120 人）、香取市（77 人）、旭市（28 人）となって

おり、周辺市町と東庄町との間の移動が見られます。 

 

■通学目的における人の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年） 

 

 

 

  

15

: 10以上

: 50以上

63

茨城県

成田市

神埼町

77

120

20

千葉市
27

16

28

東京都 25

12
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２-１-３ 人口分布 

人口分布をみると、鉄道沿線に人口集積が多くみられます。その他、小南・夏目など町の

南部に点在しています。 
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２-１-４ 施設立地状況 

主要施設の立地状況をみると、鉄道沿線に立地が多くなっています。商業施設や医療施設

においては鉄道沿線にのみ立地しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■施設等の立地状況 
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２-１-５ 自動車保有状況  

自家用車の保有台数は、令和 5 年度 3 月末時点で 7,649 台となっています。 

１世帯当たりの自家用車保有台数は、令和 5 年度末時点で 1.42 台となっており、自動車依存

が高い状況となっています。 

 

■自動車保有状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関東運輸局統計情報（各年 3 月末時点） 

 

 

■１世帯当たりの自家用車保有台数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：関東運輸局統計情報（各年度末時点） 

  

5,177 5,195 5,244 5,214 5,287

7,848 7,777 7,739 7,630 7,529
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２-１-６ 観光来訪者 

観光入込客数は、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和元年から 2 年にかけて大きく減

少しています。令和 4 年時点では約 13 万人と回復傾向となっています。 

 

■東庄町の観光入込客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県観光入込調査報告書（各年 12 月末現在） 

 

 

■主な観光施設の入込客数 

 

（人） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：千葉県観光入込調査報告書（各年 12 月末現在） 
 

  

157 154

111
119

129

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

（千人）

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

東庄ゴルフ倶楽部 40,000 40,000 40,000 50,000 60,000

東庄県民の森 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000

東庄町観光いちご園 40,000 30,000 20,000 20,000 20,000

東庄ポーク＆ビア夏祭り 10,000 - - - -

合計 150,000 130,000 110,000 120,000 130,000
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２-２ 地域公共交通の現状 

２-２-１ 東庄町の地域公共交通ネットワーク 

人口集積が見られる地域においては、おでかけ号により公共交通サービスが提供されてい

ます。 
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表 東庄町の地域公共交通（令和６年３月時点） 

交通モード 実施主体 
運行区間 
エリア 

運行本数 

（平日・片道） 

鉄道 
東日本旅客鉄道 

株式会社 

銚子駅～笹川駅
～成田駅 

約 18 便（成田方面） 

高速バス 

（銚子東京線） 
千葉交通株式会社 銚子～東庄～東京 約 14 便（東京方面） 

おでかけ号 

東庄町 町内全域 

町内一周ルート：5 便 
神代方面：1 便 
東城方面：1 便 

神代・東城方面：1 便 
笹川・橘方面：1 便 

橘方面：２便 
香取おみがわ医療センタールート：６便 

旭中央病院ルート：4 便 

デマンド交通 

（実証中） 

7 時 00 分から 18 時 00 分 
※予約に応じて運行 
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２-２-２ 公共交通の利用状況 

町内を運行する公共交通の利用状況を次のとおり整理しました。 

 

１） おでかけ号 

① 年間利用者数（令和元年度～令和 5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 路線別利用者数（令和元年度～令和 5 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2839

1551
1782

1958
2165

3998

3358

4296
4401

4318

160

76 75 62 56

176
122 147 145

370

5023

2905

3374 3308
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319
121 129 117

237

103 38 48 38
58

611

291 329

617

187
0
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町内一周ルート 香取おみがわ医療センタールート

神代方面 神代・東城方面

旭中央病院ルート 橘方面

東城方面 笹川・橘方面

24,079

9,276
10,137 10,646

11,977
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5,000
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25,000

30,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（人）

新型コロナウイルス感染症の影響による 

利用者数の落ち込みが見られる。 

※徐々に回復傾向 

■利用が回復傾向にある路線 

⇒旭中央病院ルート 

⇒町内一周ルート など 
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③ 曜日別利用者数（令和 5 年度） 
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２） デマンドタクシー 

 

① 月別利用者数（令和 4 年 11 月～令和 6 年 9 月） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 曜日別 1 日当たり利用者数（令和 4 年 11 月～令和 6 年 9 月） 
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3

33

3

28

36

26

59
67 77

85

67

89

58

78

103 92

126 125

134

116

132

143
136

128

134

205

186

154

0

50

100

150

200

250

11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

利用回数 おためし券利用 利用者数

（人）
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比較的土曜日の利用が少ない 



 

16 

 

 

③ 発着回数（上位 10 か所）（令和 4 年 11 月～令和 6 年 9 月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

通院や買物等、 

幅広く利用されている。 

発着地 発着回数 割合

自宅 2949 48.7%

東庄病院 614 10.1%

下総橘駅 434 7.2%

タイヨー 417 6.9%

橘歯科 148 2.4%

ウエルシア 125 2.1%

笹川駅 107 1.8%

グリーンデンタル 98 1.6%

ヤックス 97 1.6%

役場 71 1.2%

ヤワタホーム 71 1.2%
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２-３ 上位・関連計画において公共交通に求められる役割 

1-2 計画の位置付け（P1）で示した上位・関連計画内に位置付けられている“公共交通

に関する施策”等を抽出し、地域公共交通が果たすべき役割等を整理しました。 

 

２-３-１ 第 6 次東庄町総合計画後期基本計画 

項目 内容 

計画期間 2022 年度（令和 4 年度）～2025 年度（令和 7 年度） 

計画概要 

東庄町総合計画は、本町のまちづくりの基本理念や具体的な施

策などについて、中長期的な視点から策定していくものであり、

町が策定する各種計画の上位計画と位置付けられます。 

その役割としては、以下の点があげられます。 

〇町の総合的・長期的な行政運営の指針 

〇住民の地域社会における活動の指針 

〇国や県、他市町村等に対して示すまちづくりの指針 

また、第６次総合計画においては、前期基本計画の施策として

設定した 28 の分野項目について引き続き、後期基本計画におい

ても施策推進、進捗管理を図るとともに、「第２期東庄町総合戦

略」との整合を図りながら、人口減少対策・地域活性化対策に係

る課題を重点政策として優先的に取り組みます。 

こうしたことを踏まえ、第６次総合計画後期基本計画では、進

捗管理のさらなる効率化を図りながら、重点的に検討すべき課題

を後期基本計画の重点政策として具体的に設定します。 

目指す将来像 

計画目標 

躍動・連携・地域力 とうのしょう 

～地域の宝を地域の力で次代へ～ 

基本目標 

・元気と絆の社会づくり（保健・福祉） 

・個性を活かしたにぎわいづくり（産業・移住定住） 

・次代へつなぐ人づくり、地域づくり（教育・文化） 

・自然と安らぎの暮らしづくり（都市基盤・環境） 

・みんなが参加する地域のつながりづくり（地域運営） 

公共交通に 

関連する施策・取組 

後期基本計画の重点政策 公共交通ネットワークの構築 

 

第 4 節 自然と安らぎの暮らしづくり（都市基盤・環境） 

分野項目 3 地域交通 

施策 1 地域に密着した公共交通手段の確保 

①町内循環バス「おでかけ号」の適切な運行体制の検討 

高齢者や障害者など自動車での移動が困難な方の増加に備え、

地域に密着した公共交通のあり方を検討し、外出や買い物の利

便性の確保を図ります。 

②地域公共交通計画の策定 

公共交通に関する取組みを総合的かつ計画的に推進するため、

地域公共交通計画を策定します。 
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２-３-２ 地域福祉計画 

項目 内容 

計画期間 2023 年度（令和 5 年度）～2027 年度（令和 9 年度） 

計画概要 

｢地域福祉計画｣は、｢地域の助け合いによる福祉（地域福祉）｣

を推進するため、一人ひとりの尊厳を重んじ、人と人とのつなが

りを基本として、困ったときに助け合う｢顔の見える関係づく

り｣、お互いを認め合い支え合う｢ともに生きる社会づくり｣をめ

ざすための｢理念｣と｢仕組み｣をつくる計画です。 

即ち、住民・福祉団体・福祉施設関係者・行政などが、それぞ

れの役割の中で、お互いに力を合わせる関係をつくり、住民のボ

ランティアパワー、関係諸団体の活動、公的サービスの連携の下

で、「自助｣｢共助｣｢公助｣を重層的に組み合わせた｢地域ぐるみの

福祉｣を推進するための計画です。 

地域福祉の推進は、福祉の面からまちづくりを進めることにな

るとともに、第６次東庄町総合計画における町の将来像の実現に

寄与するものと考えられます。 

目指す将来像 

計画目標 

地域の力で築く 

安心・共生のまち とうのしょう 

基本目標 

基本目標 1 地域で支え合う安心ネットワークづくり 

基本目標 2 サービスを利用しやすい環境づくり 

基本目標 3 地域福祉を支える多様な担い手づくり 

公共交通に 

関連する施策・取組 

基本目標 1 地域で支え合う安心ネットワークづくり 

（3）外出・移動支援の充実 

②公共交通や移動手段の充実 

〇交通機関の有機的連携などにより通勤・通学者の利便性向上

を図り、高齢者や学生などの自家用車利用が困難な住民の交

通手段となる公共交通の一層の充実に努めます。 

〇医療機関への通院や買い物などに一層便利に利用できるよう

外出支援巡回バス「おでかけ号」の運行ダイヤの見直しなど

を行うとともに、巡回路線や停留所の設置場所などについて

も改善に努め、高齢者や障がいのある人の外出の支援と生活

の質の維持に努めます。 

〇「福祉タクシー利用料金助成制度」の継続や障がいのある人

を対象とした「移動支援事業」の充実を図ります。 
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２-３-３ 自転車活用推進計画 

項目 内容 

計画期間 2022 年度（令和 4 年度）～2026 年度（令和 8 年度） 

計画概要 

国では、自転車の活用による環境負荷の低減、災害時における

交通機能の維持、国民の健康増進等を図ることなど新たな課題に

対応するため、交通の安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増

進し、交通における自動車への依存の程度を低減することによっ

て、公共の利益の増進に資すること等を基本理念とする「自転車

活用推進法」を平成 29 年５月に施行し、さらに平成 30 年６月

に「自転車活用推進計画」が閣議決定されました。 

東庄町におきましても、多くの住民が近隣への移動や通勤等、

自動車を主な移動手段として使用していますが、自転車利用の環

境整備が遅れているため、通学や高齢者の移動における安全確保

が課題となっています。 

少子高齢化が進む東庄町では、水と緑に恵まれた自然環境が住

民の大きな財産となっており、環境負荷の軽減、健康増進、交通

安全環境の向上、観光振興等の好影響を創出する自転車を活用し

たまちづくりを推進することを目的として「東庄町自転車活用推

進計画」を策定しました。 

目指す将来像 

計画目標 
次世代へつなぐ自転車にやさしいまちづくり 

基本目標 

基本方針 1 道路整備による連続的な自転車走行空間の確保 

基本方針 2 事故等の危険要因の把握とその対応策の明確化及び 

情報提供 

基本方針 3 自転車利用促進による持続可能なやさしいまちづくり 

基本方針 4 交流人口拡大に向けた自転車利用環境づくり 

公共交通に 

関連する施策・取組 

基本方針 4 交流人口拡大に向けた自転車利用環境づくり 

サイクリスト向けの環境整備を進め、町の観光振興を推進します。 

目標１ 町内サイクリングコースの充実 

施策１ 大規模サイクリング道路と町内サイ

クリングコースの接続 

施策２ サイクリングコースの案内、誘導サ

イン等の整備 

目標２ サイクリングによる地域振興の推進 

施策１ 手軽にサイクリングを楽しむ環境の 

整備 

施策２ 地域資源を活用したサイクリングツ 

アー、イベント等の開催 
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２-３-４ 過疎地域持続的発展計画 

項目 内容 

計画期間 2021 年度（令和 3 年度）～2026 年度（令和 8 年度） 

計画概要 

平成２９年４月１日過疎地域自立促進特別措置法により過疎地

域市町村として指定され、令和３年３月３１日までの期間におい

て過疎地域自立促進計画を実行しました。引き続き令和 3 年４月

１日過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴

い、過疎地域の指定を受けたことにより、過疎地域持続的発展計

画を策定します。 

今回の計画に掲げる事業の実施に当たっては、「第６次東庄町

総合計画」及び「第２期東庄町総合戦略」に沿った将来像及び政

策目標とするものです。 

目指す将来像 

計画目標 

躍動・連携・地域力 とうのしょう 

～地域の宝を地域の力で次代へ～ 

基本目標 

・元気と絆の社会づくり（保健・福祉） 

・個性を活かしたにぎわいづくり（産業・移住定住） 

・次世代へつなぐ人づくり、地域づくり（教育・文化） 

・自然と安らぎの暮らしづくり（都市基盤・環境） 

・みんなが参加する地域のつながりづくり（地域運営） 

公共交通に 

関連する施策・取組 

4 交通施設の整備、交通手段の確保 

・地域公共交通 

 町民生活の利便を確保する地域公共交通の整備を進めます。特

に、高齢者の免許証返納や自転車での移動が困難な方の利便性

向上に向けて、「おでかけ号」の運行ルートの検討や、予約制

乗合タクシー（デマンドタクシー）の運行、公共交通を補完す

る施策としてタクシー利用助成実施などによる高齢者等の移動

手段を確保する取り組みを推進します。 

 

12 その他地域の持続的な発展に関し必要な事項 

・過疎対策事業に対する基金の創設 

 地域医療の確保、日常的な移動のための交通手段の確保、集

落の維持及び活性化のためなど、今後も幅広い分野において町

民生活に密着したサービスを展開するため、その対策に要する

費用については、過疎対策事業に対する基金を造成して有効な

活用が図れるようにします。 
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３．地域公共交通が抱える課題 

町の現状や上位関連計画、各種調査結果を踏まえ、本町の地域公共交通が抱える現状と課題

を整理しました。 

 

 課題①  交通弱者の移動手段の確保 

○ 本町においては、人口減少・高齢化が進行し

ており、単身高齢世帯数も増加傾向にあるた

め、今後も公共交通サービスの必要性が高ま

ることが考えられます。 

○ 本町には、鉄道・おでかけ号・タクシー等の公

共交通が運行されており、町立東庄病院では、

送迎車を運行しています。その他医院によっ

ては、送迎車を抱えるところもあります。し

かし、交通サービスそれぞれの運行頻度は多

くなく、特に交通弱者（自家用車を運転でき

ない高齢者など）にとっては、移動がしにく

い状況となっています。 

○ 町民アンケート調査によると、高齢者におけ

る買い物先としては、町内移動に加えて、町

外への移動も見られています（右図）。通院に

おいては、東庄病院や町外の病院（香取おみ

がわ医療センター、旭中央病院など）への通

院が見られています。 

＜まとめ＞ 

以上のことから、町内移動に加えて、町外への移動を支えるサービスを検討し、自家

用車がない高齢者等の買物や通院を支える必要があると考えます。 

 

 

 課題②  持続的なサービス提供に向けた公共交通の担い手確保 

町内には東庄病院送迎、デイサービス送迎、スクールバス等の輸送サービスが運行さ

れています。また、町周辺には、近隣自治体のコミュニティバス等が運行されていま

す。 

○ 交通事業者においては、深刻な人手不足・職員の高齢化を抱えています。加えて、令

和 6 年 4 月の改善基準改正によって、ドライバー1 人当たりの労働時間の適正化が

求められています。 

＜まとめ＞ 

 以上のことから、公共交通事業者や東庄町に加えて、町内輸送サービスや近隣自治体

コミュニティバスの活用などを検討する中で、持続可能な公共交通サービスを提供す

るための担い手確保の必要があると考えます。 

 

  

図 高齢者の買物先 

（令和 5 年度町民アンケート結果） 
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 課題③  町営交通（おでかけ号・デマンドタクシー）の利便性及び持続可能性の向上 

○ 「第６次東庄町総合計画後期基本計画」の中で「公共交通ネットワークの構築」を重

点政策として掲げています。 

○ 東庄町が主体となり、おでかけ号・デマンドタクシー（実証運行中）が運行されてい

ます。 

○ 利用者アンケート調査によると、おでかけ号は、運行曜日や運行時間帯、運行ルート

について満足度が低い状況です。デマンドタクシーは運行曜日、運行エリア、運行時

間帯について満足度が低い状況で、サービスの認知度が低い状況もあります。 

＜まとめ＞ 

 以上のような各交通サービスの問題や町民の移動状況等を踏まえ、町営交通について

利便性及び持続可能性の向上を図るための一体的な見直しが必要であると考えます。 
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図 おでかけ号の満足度（令和 5 年度利用者アンケート結果） 

図 デマンドタクシーの満足度（令和 5 年度利用者アンケート結果） 
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 課題④  公共交通の情報提供の強化 

○ 世帯当たりの自家用車保有台数は1.42

台/世帯となっており、自家用車利用が

根付いている状況です。 

○ 町民アンケート調査によると、デマンド

タクシーの認知度が低い状況もありま

す。 

＜まとめ＞ 

 公共交通に関する取組を推進していて

も、認知されていない状態では、その効

果が十分に発現されないため、公共交通

を知ってもらうための情報発信を行う

必要があると考えます。 

 

 

 課題⑤  公共交通を利用する意識の醸成 

○ 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、おでかけ号の利用者数は大きく落ち込んで

います。費用対効果が低い状況では、公共交通サービスを維持することが難しくなっ

てしまいます。 

○ 前述のとおり、自家用車利用が浸透している状況であり、公共交通を利用したことが

ない方も多いことが想定されます。 

＜まとめ＞ 

 公共交通を利用したことがない方でも、公共交通を使える時は使ってみるなど、公共

交通サービスの維持に向けて、公共交通サービスをみんなで支える意識を醸成してい

く必要があると考えます。 

 

  

運行内容（運賃や利用方法等）

が大体わかる
6.4%

東庄町で実施している

ということは知ってい

る
32.6%

東庄町で実施している

「デマンドタクシー」のことを

知らない
51.4%

無回答
9.6%

n=720

図 デマンドタクシーの認知状況 

（令和 5 年度町民アンケート結果） 
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４．地域公共交通が目指す方向性 

４-１ 基本理念・計画目標 

前項までの整理を踏まえ、本町の地域公共交通計画の基本理念を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画目標① 交通弱者の日常生活を支える公共交通サービスを維持・提供する 

 

【目標達成状況を評価するための指標】 

町営交通利用者数  現状値（R5 年）：1.83 人/便 ⇒目標値：現状値以上 

＜東庄町地域公共交通計画の基本理念＞ 

みんなの暮らしを みんなで支える 

持続可能な 地域公共交通 
みんなの暮らし    ：お年寄りの買物・通院、働く世代の通勤、子どもたちの通学など 

みんなで支える    ：東庄町・交通事業者に加えて、地域団体、地域住民、近隣自治体等で公共交通サービスを

確保する。さらに地域住民が公共交通を利用することで公共交通を支える。 

持続可能な地域公共交通：将来にわたって便利な公共交通サービスを提供しつづけられる体制・仕組み 

■計画目標② 使いたくなる便利な公共交通サービスを提供する 

 

【目標達成状況を評価するための指標】 

公共交通に対する財政負担額  現状値（R5 年）：1305.4円/人 ⇒目標値：現状値以下 

■計画目標③ 町内の輸送サービスを活用する 

 

【目標達成状況を評価するための指標】 

計画期間中における担い手確保に関する取組件数（累計）  

現状値：― ⇒目標値：１件以上 

■計画目標④ 公共交通を知ってもらい使ってもらう 

 

【目標達成状況を評価するための指標】 

計画期間中における周知・利用促進に関する取組件数（累計）  

現状値：－ ⇒目標値：５件以上 
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４-２ 評価指標設定の考え方 

本計画に掲げる計画目標の達成状況を評価するための指標を下記のとおり設定します。 

 

計画目標 評価指標 
現状値 

（R５） 

目標値 

（R11） 
評価指標・目標値設定の考え方 算出方法 

計画目標① 

交通弱者の日常生

活を支える公共交

通サービスを維

持・提供する 
町営交通利用者数 

（便当たり） 

1.83 

人/便 

現状値 

以上 

「事業 1-2 おでかけ号の見直し」や「事業 1-3デマンド交通の導入」等によって、特に交通弱

者の生活を支えることを目指していることから、それらの利用者数をもって、計画目標①の達成状

況を確認する。 

サービスを向上するとともに、運行効率の向上を目指すことから“便当たり”の利用者数を指標

とし、その数値の改善を図ることとする。 

おでかけ号の年間利用者数を運

行便数で除した数値。 

※デマンド交通が本格導入され

た場合は、その利用者数もカウン

トする。 

計画目標② 

使いたくなる便利

な公共交通サービ

スを提供する 
公共交通に対する 

財政負担額 

（利用者当たり） 

1305.4 

円/人 

現状値 

以下 

「事業 1-2 おでかけ号の見直し」や「事業 1-3デマンド交通の導入」に加えて、「事業 2-1 デ

ジタル技術の活用検討」を行い、公共交通の利便性を向上させることを目指している。一方で、そ

の利便性を持続的に提供することも重要であることから、利用者当たりの財政負担額をもって、計

画目標②の達成状況を確認する。 

町の公共交通に対する財政負担

額をおでかけ号の年間利用者数

で除した数値。 

※デマンド交通が本格導入され

た場合は、その財政負担額・利用

者数もカウントする。 

計画目標③ 

町内の輸送サービ

スを活用する 

計画期間中における 

担い手確保に関する取組 

件数（累計） 

― 1 件以上 

「事業 3-1 地域協働型公共交通の導入検討」や「事業 3-２施設送迎サービスの活用」「事業 3-

３隣接自治体との連携」によって、公共交通の担い手確保を目指していることから、これら事業に

基づく公共交通サービスの導入件数をもって、計画目標③の達成状況を確認する。 

事業 3-1、事業 3-2、事業 3-3

に基づく公共交通サービスの導

入件数（実証も含む）をカウント

する。 

計画目標④ 

公共交通を知って

もらい使ってもら

う 

計画期間中における 

周知・利用促進に関する 

取組件数（累計） 

― ５件以上 

「事業 4-1 周知チラシ及びポスターの作成・配布」や「事業 4-2 総合交通マップ・時刻表の作

成」「事業 4-３利用機会の創出」によって、公共交通を利用する意識醸成を目指していることか

ら、これら事業に基づく取組件数をもって、計画目標④の達成状況を確認する。 

上記取組を年に１回以上実施することを目標とするため「５件以上」を目標値とした。 

事業 4-1、事業 4-2、事業 4-3

に基づく取組をカウントする。 
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４-３ 地域公共交通ネットワークの基本的な考え方 

公共交通ネットワークの基本的な考え方を以下のとおり整理し、持続可能な公共交通体系の

構築に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

類型 機能・役割 該当する路線・施設 

町外交通 
本町と近隣自治体、東京方面などの町外

間の移動を支える公共交通サービス 

・鉄道 

・高速バス 

・一般タクシー 

・おでかけ号 

・近隣自治体コミュニティバス※ 

町内交通 

自宅から町内施設（スーパーマーケット、

病院など）、バス停などへの移動を支え

る公共交通サービス 

・おでかけ号 

・デマンド交通※ 

・一般タクシー 

・新たな交通サービス※ 

交通結節点 

公共交通サービス同士、自家用車と公共

交通サービスの乗り継ぎを支える町の拠

点 

・鉄道駅（笹川駅、下総橘駅） 

・東庄町役場   など 

※関係者との調整が整い次第、導入を検討する交通サービス  

表 公共交通ネットワークの基本的な考え方 

銚子方面

香取・成田方面
神栖方面

旭方面

町内
（スーパー・病院等）

町外交通

町内交通

図 公共交通ネットワークのイメージ 
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５．計画目標達成に向けた施策及び事業 

５-１ 事業一覧 

 

施策 事業 （★：重点事業） 取組概要 実施主体 
関係する計画目標 

① ② ③ ④ 

施策１ 

公共交通 

ネットワーク 

の維持・向上 

事業 1-1 

JR 成田線の維持 
○交通事業者と協議・調整を行い、成田方面・銚子方面への交通アクセスを維持します。 

町・ 

交通事業者 
●    

事業 1-2 

おでかけ号の見直し（★） 

○おでかけ号の利用状況・求められる役割に応じた運行見直しを行うことで、利便性の向上及び持続可能性の向上

を図ります。 

○本事業は、事業 1-3 と一体的に検討を行います。 

町・ 

交通事業者 
● ●   

事業 1-３ 

デマンド交通の導入（★） 

○デマンド交通実証運行の結果等を踏まえ、本町に最適な運行計画を検討した上で、デマンド交通の本格運行を行

います。 

○本事業は、事業 1-2 と一体的に検討を行います。 

町・ 

交通事業者 
● ●   

事業 1-４ 

タクシー利活用の推進 

○65 歳以上で運転免許証を自主返納された方、障害者手帳をお持ちの方などに対するタクシー券配布を継続的

に実施します。これにより交通弱者の移動手段の充実、町内タクシー事業の持続性の向上を図ります。 
町 ●  ●  

施策２ 

公共交通の 

利便性向上 

事業 2-1 

デジタル技術の活用検討 

○公共交通の効率化とサービス向上を目指して、全国の先進的な取組事例を収集し、本町における導入可能性や導

入効果等を整理します。 

【イメージ】AIデマンド交通、オープンデータ化 など 

町  ●   

事業 2-2 

交通結節点における乗継環境整備（★） 

○東庄町役場や鉄道駅などにおける待合環境整備（上屋やベンチ整備など）、ダイヤ調整等を行うことで、公共交

通同士の乗継利便性を高めます。 

町・ 

交通事業者 
● ●   

施策 3 

公共交通の 

担い手確保 

事業 3-1 

地域協働型公共交通の導入検討 

○公共交通サービスが十分でない地域がある場合に自家用有償旅客運送等の導入を検討する。検討や導入に当た

っては、東庄町と地域住民が一体となり、検討を進める。 

町・地域・ 

交通事業者 
● ● ●  

事業 3-２ 

施設送迎サービス人材・車両の活用検討 

○町内の医療施設や福祉施設等の輸送サービスにおけるドライバーや車両の活用を検討する。 

【イメージ】東庄病院送迎・デイサービス送迎における空き時間の車両活用、スクールバスの混乗化 など 
町・地域 ● ● ●  

事業 3-３ 

隣接自治体との連携（★） 

○隣接する自治体と調整し、各自治体が運行しているコミュニティバスとの連携（相互乗り入れやダイヤ調整等）

を行うことで、町外への移動利便性の向上を図ります。 

【イメージ】旭市コミュニティバス（干潟ルート・海上ルート）バス停への乗り入れ 

神栖市コミュニティバス（系統４ 神栖済生会病院～下総橘駅）   など 

町 ● ● ●  

施策 4 

公共交通の 

周知及び 

意識醸成 

事業 4-1 

周知チラシ及びポスターの作成・配布

（★） 

○公共交通を知ってもらうための取組として、運行情報や利用方法等を簡潔にまとめたチラシやポスターを作成

する。 

○作成したチラシやポスターは、町内の人が集まる場所（役場、駅、スーパー等）に掲示する。 

町    ● 

事業 4-2 

総合交通マップ・時刻表の作成（★） 

○町内公共交通の運行ルート、ダイヤ、利用方法、乗継案内等を一つの冊子にまとめる。 

○その他、公共交通に関する求人情報公共交通が抱えている現状などの掲載も検討する。 
町    ● 

事業 4-３ 

利用機会の創出（★） 

○町が主体となる公共交通のおためし乗車券、乗車体験イベント等を実施し、公共交通を利用するきっかけづくり

を行う。 

町・ 

交通事業者 
   ● 

 計画目標①交通弱者の日常生活を支える公共交通サービスを維持・提供する / 計画目標②使いたくなる便利な公共交通サービスを提供する / 計画目標③町内の輸送サービスを活用する   

計画目標④公共交通を知ってもらい使ってもらう 
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５-２ 実施スケジュール 

 

施策 事業（★：重点事業） 
実施スケジュール 

R7 R8 R9 R10 R11 

施策１ 

公共交通 

ネットワーク 

の維持・向上 

事業 1-1 

JR 成田線の維持 
     

事業 1-2 

おでかけ号の見直し（★） 
実施 

評価 

検証 

運行改善 

※適宜 

事業 1-3 

デマンド交通の導入（★） 
実施 

評価 

検証 

運行改善 

※適宜 

事業 1-4 

タクシー利活用の推進 
     

施策２ 

公共交通の 

利便性向上 

事業 2-1 

デジタル技術の活用検討 
     

事業 2-2 

交通結節点における乗継環境整備（★） 
     

施策 3 

公共交通の 

担い手確保 

事業 3-1 

地域協働型公共交通の導入検討 
  

導入 

※適宜 

事業 3-2 

施設送迎サービス人材・車両の活用検討 
  

活用 

※適宜 

事業 3-3 

隣接自治体との連携（★） 
  

連携 

※適宜 

施策 4 

公共交通の 

周知及び 

意識醸成 

事業 4-1 

周知チラシ及びポスターの作成・配布

（★） 

     

事業 4-2 

総合交通マップ・時刻表の作成（★） 
作成 

改定 

※適宜 

事業 4-３ 

利用機会の創出（★） 
毎年 1 回実施 

 

検討・準備期間  実施期間  

  

※毎年、事業の進捗状況及び効果を確認しながら、計画を推進します。 

※施策事業スケジュールの詳細は、資料編に掲載しています。  
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６．計画の推進体制 

６-１ 推進体制 

地域公共交通会議において、毎年度、取組の実施状況の確認、効果検証や取組の改善案等に

ついて協議を行います。 

また、計画期間における社会情勢の変化を踏まえ、見直しが必要な場合は、上位・関連計画

との整合を図りつつ、計画の改定を行っていきます。 

 

推進組織 構成員 役割 

東庄町地域 

公共交通会議 

交通事業者、町民・

利用者の代表、警

察、国・県の交通施

策担当者等 

本計画に位置付けた取組の実施状況の確認、効

果検証や取組の改善案等について協議し、計画

の進行管理を行います。 

また、必要に応じて、計画の改定に係る協議を

行います。 

 

 

６-２ 進捗管理手法 

目標に応じた評価指標の達成状況や取組の進捗状況を確認し、ＰＤＣＡサイクル【計画 

（Ｐｌａｎ）→実施（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→見直し（Ａｃｔｉｏｎ）】による計画の

進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 進捗管理イメージ 
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６-３ 本計画の進捗状況の確認方法 

本計画で掲げた目標（24 ページ）や位置付けた事業（27 ページ）の進捗状況を確認しな

がら、予定どおり計画が推進されているのかを確認します。 

目標が未達成となっている場合は、その要因を分析し、取組の方向性を再検討することで、

計画推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画目標未達成時の検討フロー 

 

 

計画目標の評価指標
．．．．．．．．．

の算出 

関連する事業実施状況
．．．．．．．．．．

の確認 

全て実施済み 未実施の事業がある 

追加するべき
．．．．．．

取組
．．

の検討 未実施となった要因
．．．．．．．．．

の整理 

未達成 達成 

引き続き、事業を推進 

住宅開発などの外部要因も整理し、勘案する。 

事業内容の見直し・推進 
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